
公園使用許可申請 手続きの流れ 

 

                        

事前相談 

関係各署へ報告・相談 

公園使用許可書の提出 

 

納入通知書の発行 

公園使用料の納入 

使用料の入金確認 

公園使用許可書発行 

・下記問い合わせへ直接ご来課またはお電話の上、事前相談を行ってください。 

（許可可能な使用内容であるか等の確認を行います。） 

（申請書等の書類の記入方法、および手続きについてご説明します。） 

 

 

 

 

 

 

・以下の申請書類を堺市に提出して下さい。 

〇公園使用許可申請書（様式第1号） 

〇使用料等減免申請書（様式第8号）（事前相談で減免の対象になった場合） 

〇その他添付書類（事前相談時にお伝えします。） 

 

 

 

 

・堺市から公園使用料の納入通知書を発行します。 

 ただし、使用料が 100％減免の場合は発行しません。 

 

 

 

 

・公園使用料を納入してください。 

（ただし、使用料が 100％減免の場合は必要ありません。） 

 

 

 

 

・金融機関で納入を済ませると、領収証書が返還されます。 

その領収証書を公園監理課へお持ちください。 

 

 

 

 
・堺市から公園使用許可書を発行します。 

（入金後の発行となります。） 

 

 

 

 

・申請内容のよっては、公園事務所との協議、消防署・警察署・保健所への届け

出が必要な場合があります。 

 

 

 

問合わせ先：堺市 公園監理課 管理係 

〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3番 1号 

TEL：072-228-7824 

Fax：072-228-1336 

※南区の公園・広場・緑地等の使用で、

使用料を減免するものについては 

泉ヶ丘公園事務所 管理係まで 

TEL：072-291-1800 

Fax：072-296-9676 

 

 

 

 


